
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 

内国法人用 

 

【№３】当事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 

【№62】同一事業年度内の同一暦年に属する

期間において、所得の特別控除と圧縮記帳

（特別勘定を設けた場合を含みます。）を重

複適用していませんか。 

 

【№61】建物を取り壊して土地を

譲渡している場合、12欄の金額に

その建物の帳簿価額、取壊費用の

額等を含めていますか。 


